
第７章　計画推進のために第７章　計画推進のために
　計画策定後は、本計画について周知し、進捗状況について情報提供していきます。
　計画に位置付けられた取組を確実に推進していくために、各取組の自己評価を行うとともに、
実績を調査・分析し、進捗管理を行います。
　計画最終年の令和５年度に本計画の実施状況の総点検・評価を行い、令和６年度からの次期
計画に反映させていきます。

　地域包括ケアシステムの構築をはじめ、計画に位置付けられた取組を進めるためには、住民、
介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、ＮＰＯなど地域における様々な主体との連携が
不可欠であることから、本市の状況や目指す方向性等について情報を共有し協力できるよう、ホー
ムページをはじめ、地域包括支援センターや地域ケア会議、生活支援コーディネーター等を通
じて周知啓発を図ります。

　本計画に位置付けられた取組について、確実に推進していくため、所管課において自己評価
を行うとともに、実績について調査・分析し、進行管理を行います。
　また、計画期間が３年であることから、計画最終年度の令和５年度には、次期計画となる「第
10次沼津市高齢者保健福祉計画」の策定懇話会を立ち上げ、懇話会において各施策の実施状
況及び評価について意見を伺います。
　その意見を踏まえて、令和６年度から３年間の次期計画を策定します。

1 計画の周知啓発

2 計画の進行管理及び評価・点検
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